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まえがき 

 

1980 年代の犯罪社会学領域においては， 犯罪・非行の原因として家族を捉える「原因とし

ての家族」（本村 1985; 堀内 1985; 清永 1985），犯罪・非行の抑止要因として家族を捉える「抑

止要因としての家族」（小柳 1989; Hirschi＝1995; 生島 1985, 2012）の 2つの視座を中心に論じ

られてきた．これに対して，望月嵩は家族社会学的な観点からこの 2つの視座の問題点を指摘

した．それは第 1に，抑止要因としての家族に関する研究が，定位家族と生殖家族を区別せず，

犯罪者本人との関係性を曖昧にしたまま論じてきたこと，第 2 に，この曖昧さの結果として，

犯罪の原因となった家族が，なぜ抑止要因となるのかを説明できていないことである（望月

1989）． 

そこで望月は，犯罪者を家族にもつ人びとが社会から犯罪者であるかのような扱いを受ける

点に注目した「被害者としての家族」という視座を提示した．さらに 2008年以降，特定非営利

活動法人World Open Heartによる先駆的実践（阿部 2015; 2016; 2017; 2018）に見られるように，

家族自身の困りごとや経験を捉え，それを支援課題として認識する「支援対象者としての家族」

という視点も登場した． 

一方で，「被害者としての家族」の限界を指摘したのが教育社会学者の内田良である．内田

は，犯罪者を家族にもつ人びとが犯罪者・逸脱者としてのレッテルを貼られる「被害者として

の家族」でもあるが，他方で，そのレッテルを巧妙に回避しようとする「戦略主体としての家

族」であると捉え，家族の能動性に注目を置いた（内田 2001）．彼／彼女らの能動性に焦点を

当てると，彼／彼女らがレッテルにどのように対処していくのかというアイデンティティの再

構築が問題として立ち上がるのである． 

本研究では，こうした問題意識にもとづいて，犯罪者を家族にもつ人びとのスティグマを負

わされたアイデンティティに焦点を当てる．そして，アイデンティティを再構築する可能性に

ついて検討するものである． 
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目的 

 

本研究の目的は，犯罪者を家族にもつ人びとがいかにしてスティグマ（社会的に与えられる

負の烙印）に対処しているのかを明らかにすることである． 

犯罪学者のRachel Condry（2007）は，犯罪者を家族にもつ人びとがスティグマの付与によっ

て恥と罪の感情を根幹としたアイデンティティの問題を抱えることを明らかにした．一方で，

犯罪者を家族にもつ人びとが与えられたスティグマに対して，どのようにアイデンティティを

再構築していくのかは明らかにされていない．犯罪者を家族にもつ人びとのスティグマ対処と

その社会的メカニズムを明らかにするうえでは，先行研究が明らかにしてきた日常生活場面に

おけるスティグマをどのようにかいくぐるのかに留まらず，彼／彼女らがスティグマを負わさ

れたアイデンティティをどのように再構築しているのかを捉えることが必要不可欠である． 

本研究は，図 1に示したように，研究代表者のこれまでの研究のうち，アイデンティティの

再構築過程を詳細に検討することを目的とするものである．これまでの研究について，3 つの

ポイントにわけることができる． 

第 1に，スティグマの内在化である．犯罪者を家族にもつ人びとのスティグマ経験は，他の

家族成員の犯した罪の大小に接近するよりもむしろ事件前後においての社会における自己の

位置づけの落差を認識することで生起される（髙橋 2016a）．第 2に，スティグマの付与がもた

らす彼／彼女らへの影響である．スティグマの付与は彼／彼女らに語り得なさをもたらすだけ

でなく，他者との関係性にも影響を与える（髙橋 2014）．また，彼／彼女らは社会関係を維持

するためにスティグマに関する情報の操作を行う（髙橋 2016b）．第 3に，アイデンティティの

再構築である．彼／彼女らのアイデンティティの回復においては，同じ属性をもたない
．．．．

他者と

の出会いが重要な意味をもつ（髙橋 2015）． 

 

図1 本研究の位置 
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方法 

 

以上の目的を達成するために，本研究は，犯罪者を家族にもつ人びとへのインタビュー調査

を実施し，彼／彼女らのスティグマと自己に関する語りを理論的な視点から分析を試みること

によって，アイデンティティの再構築過程を描き出すことを試みる．そして，それによって，

彼／彼女らのスティグマ対処の方法を提案することを試みる． 

 

「自己」の定義 

従来，アイデンティティは「同一性」として理解されてきた．その代表例が，心理学者のErick 

Erickson（＝2011）である．Ericksonは，アイデンティティを，多様な自己の存在の側面を統合

する自我の資質を指すものとして捉えた．また，George Mead（=1973）は，人びとの社会化は

役割の学習によって進行することを前提としながら，多元的役割演技者として役割を取得する

過程に注目を置き，人びとは役割を核としてアイデンティティを確立すると論じた． 

本研究では，アイデンティティを「何者かであるのではなく，何者かになること」（坂本 2005: 

215）として捉える．なぜなら，犯罪者を家族にもつ人びとは，他の家族成員が事件を起こした

ことを根拠として「犯罪者の家族」という自己を生きるのではなく，あらゆる社会関係の中で

「犯罪者の家族」としての自己を生きなければならない状況に置かれるからである．このこと

は，犯罪者を家族にもつ人びとのアイデンティティにおいて「犯罪者の家族」という自己が，

所与のものではないということを意味している． 

以上を踏まえれば，アイデンティティは，自己を生きる者がいかなる定義づけを行うのかが

重要な意味をもつことがわかる．したがって，ここでは自己を坂本佳鶴恵の定義に従い，状況

定義の問題として捉える．自己は，「社会規範と自由選択の対立ではなく，すでに存在する社会

規範を前提としたうえで，当該の状況でいかなる規範を選択するのかという，状況定義の一部

としての『自己』の選択の問題」（坂本 2005: 163）である．ここでは，すでに存在する複数の

社会規範に対して自己を定義づけいく諸過程をアイデンティファイとし，それを自己として捉

える． 

 

分析枠組み 

スティグマに関する研究は多様な学問領域で取り扱われている（畑中ほか 2013；Hinshaw＝

2017; Spicker＝1987）．社会学者のErving Goffmanは，スティグマを「属性ではなくて関係を表

現する言葉」（Goffman＝2003: 16）として捉えたことに，他の研究との違いが見て取れる．

Goffman は，「対他的な社会的アイデンティティと即自的な社会的アイデンティティの間のあ

る特殊な乖離を構成している」（Goffman＝2003: 16）と述べ，スティグマを自己と他者（社会）

との関係である社会的相互作用の問題として捉えた． 

犯罪者を家族にもつ人びとのスティグマは 2つの特徴がある．第 1に，彼らのスティグマの
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原因が，自己自身の身体に由来するもの，あるいは，自己が起こした行為によるものではない

という点である．Goffmanは，スティグマを負う者のうち，「縁者のスティグマのためにスティ

グマをもつことになった人びと」（Goffman 1963=2003: 59）の存在について指摘している．これ

を，Goffmanは縁者のスティグマと呼んだ．縁者のスティグマは，スティグマを負う者と同じ

家族成員であるがゆえにスティグマを与えられるという点において特徴をもつ． 

第 2 に，犯罪者を家族にもつ人びとのスティグマは，「スティグマのある人が，常人の視角

を学習し，自己のものとする過程」（Goffman=2003: 61）であるモラル・キャリア概念を通して

理解できる点である．モラル・キャリア概念は，スティグマを負う者が，自己のスティグマに

関する知識の学習過程を説明するものである．それは，次の 2 つの社会化過程を含んでいる．

第 1 の局面は，スティグマを負う者が社会の側のスティグマの定義を学んでいく過程である．

Goffmanによれば，「包括社会のアイデンティティに関する信憑と，何らかのスティグマをもつ

とはいかなることなのかということに関する一般的見解を習得」（Goffman=2003: 61）していく

のだという．第 2の過程は，彼／彼女らがスティグマによって将来的に自己に生じる出来事を

あらかじめ知り得るという過程，すなわち「招来される諸結果を詳細に知る過程」（Goffman 

1963=2003: 61）である． 

さらに Goffman は，次のようにこのモラル・キャリア概念の 4 つのパターンを提示した

（Goffman＝2003: 62-70）．第 1に，生まれつきスティグマを与えられていた場合の問題である．

ここでの社会化過程の特徴は，スティグマを負う者が，自分たちに不利な状況への社会化にお

いても，彼／彼女らは自分たちが満たすことのできない基準を常に学習しつづけることを意味

している．第 2に，幼少期にいかなる状況に置かれていたかという問題である．これは幼少期

にスティグマを負う者が，どれだけ「普通の人間」として見られる考え方に接近できる機会が

与えられていたかということを意味している．したがって，モラル・キャリアは，社会階層や

居住場所，あるいはスティグマの種類によって異なってくるのである．第 3に，人生の途中で

スティグマを負った場合の問題である．この場合は，人生の途中でスティグマが付与されたの

か，あるいは人生の途中でスティグマが付与されていることに気付いたのかによって異なる社

会化過程を踏むことになる．前者の場合は，自身の生活史を再編する必要はないが，後者は再

編することが求められる．第 4に，スティグマが付与された後の自己はスティグマが付与され

る以前の社会化過程に影響をうける点である． 

以上のようにしてみれば，犯罪者を家族にもつ人びとはスティグマを負わない時期を生きて

いる可能性があり，事件発生前におけるアイデンティティが重要な意味をもつことがわかる．

Goffmanがモラル・キャリア概念の類型の中に，人生の途中でスティグマが付与されるという

特徴を見出したこと（第 3のパターン）に加え，幼少期にどれだけ「普通の人間」として見ら

れる考え方に接近できる機会が与えられていたのか（第 2のパターン）に注目すれば，彼／彼

女らは，スティグマを負う以前の常人としての自己のみを生きていた時期での学習が，スティ

グマを負った後の生活経験に影響を与えることがわかる（第 4 のパターン）．したがって，家

族に犯罪者をもつ人びとは，スティグマを負う前に生きていた常人としての自己が，「犯罪者
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の家族」として自己を与えられた後のアイデンティティに何らかの影響を与えるということが

わかる． 

Goffmanのスティグマの観点を踏まえ家族に犯罪者をもつ人びとのアイデンティティを捉え

直すことで，次のようなことが明らかになる．それは，彼／彼女らは，スティグマを負わない

自己を生きていた経験をもっているがゆえに，「スティグマを負う自己を生きながらスティグ

マを負わない自己を生きる」という過程が強くあらわれやすい，ということである．したがっ

て，彼／彼女らは差別する主体／差別される主体の2つの主体を生きるのである（要田 1999）． 

このことから，犯罪者を家族にもつ人びとは，差別される主体／差別する主体という両義的

な自己を生きていることがわかる．差別現象は，差別する主体と差別される主体との間で知識

を共有することに特徴がある．山田富秋は，社会的カテゴリーに用いられる知識は，「社会の常

識（支配的文化）を自明視」（山田 1996: 90）しているものであると述べた．したがって，「『支

配的文化』に安住する限り，私たちは自己の主体性を自発的に選び取っているようにみえなが

ら，実際は強制された自己アイデンティティ（山田 1996: 90）に縛りつけられてしまうのであ

る．スティグマを負わされたアイデンティティは，支配的文化に強制されるアイデンティティ

であることを踏まえれば，スティグマを負わされたアイデンティティへの対処には支配的文化

から抜け出すことが有効であるように思われる． 

支配的文化から抜け出す方法として，弁証法が有効であるかもしれない．Peter Barger と

Thomas Luckman はアイデンティティを「個人と社会との間の弁証法にその源をもつ現象」

（Barger and Luckman＝1977: 296）と述べ，主観的現実を基本的要素とする客観的現実（社会）

との弁証法的な関係にあるものとして捉えた．この点は，Goffman（＝2003）が，スティグマを

負わされたアイデンティティを対他的なアイデンティティと即自的なアイデンティティの間

のある特殊な乖離を構成するものとして捉えたという点において共通している．スティグマを

負わされたアイデンティティが対他的な自己と対自的な自己の間に生じる乖離によって生ま

れるのだとすれば，それに対する対処には「対他的な自己」と「対自的な自己」の関係を修正

することが求められると考えることができる． 

すなわち，社会や他者から与えられる「犯罪者の家族」というカテゴリーと，実際の自己に

よる自己の定義―多くの場合は〈常人〉としての自己―の齟齬を修正することが求められ

るのである．以上を踏まえて，これ以降では，彼／彼女らの自己に関する語りを通じて，「犯罪

者の家族」というカテゴリーを強いる社会と折り合いをつけながらどのように自己を選択して

いるのかを捉えることを試みる． 

 

調査の概要 

本研究では，4 つのルートによって調査協力者にインタビューを依頼した．1 つ目は，支援

団体からの紹介によってインタビュー調査を実施した方法である．ここでいう支援団体とは，

福祉と当事者組織に関する機関を中心としている．2 つ目に，調査協力者に直接依頼した方法

である．これは，「犯罪者の家族」として，何らかの社会活動にコミットしている調査協力者が
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該当する．3つ目に，知人からの紹介によってインタビュー調査を実施した方法である．主に，

調査協力者自身の知人の周囲に家族に犯罪者をもつ人が居た場合に，紹介を依頼した．ただし，

紹介を依頼する際には，調査協力者のみが調査者の個人情報に触れることができるようにした．

したがって，調査者が調査協力者の状況を知ったのは，知人を経由して調査協力の意思を確認

した後である．4 つ目に，調査実施前から知人で会ったが，その後に「犯罪者の家族」である

ことをカミングアウトされた際にインタビュー調査を依頼した方法である． 

以上のルートによって協力を得た14名の調査協力者の置かれている状況を，表1に示した．

調査協力者の社会的属性は多岐に渡る．他の家族成員が起こした事件の主たる罪名については，

プライバシーの保護の観点から表記していない．ただし，当該事件において被害者が居た場合

には（有）を居なかった場合には（無）を付記している．また，新聞やニュース番組で事件に

関する報道があった場合には（有）を，無かった場合には（無）を記載している．本人との関

係性については，パートナー，子（＝犯罪者を子にもつ親），兄弟姉妹，親（＝犯罪者を親にも

つ子）と表記している．最後に，初犯からの期間については，10年以内か 10年以上に分類し

ている． 

 

表 1 インタビュー調査協力者の基本的情報 

 

1回あたりのインタビュー時間は 40分から 120分である．調査協力者に対し，1回から 2回

の聞き取り調査を行なった．インタビューは，事件前後の生活経験や生活史について半構造化

協力者 被害者の有無 報道の有無 本人との関係 
調査回

数 

初犯からの 

期間 

A 有 有 子 1 10年以内 

B 有 （不明） パートナー 1 10年以内 

C 有 有 兄弟姉妹 2 10年以上 

D 有 無 親 2 10年以上 

E 無 有 パートナー 1 10年以内 

F 無 有 親 1 10年以内 

G 無 有 親 1 10年以内 

H （不明） （不明） 親（祖父） 1 10年以上 

I 有 有 兄弟姉妹 1 （不明） 

J 有 （不明） 兄弟姉妹 １ 10年以内 

K 有 有 子 2 10年以内 

L 有 （不明） 子 1 10年以上 

M 無 有 パートナー 1 10年以内 

N 無 有 親 1 10年以内 
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面接形式で行った．質問内容は以下の手順で作成した．第 1に，先行研究をもとに質問項目を

設定した．第 2 に，その質問項目にもとづき予備調査を行った．第 3 に，予備調査をもとに，

質問項目を再検討した．質問は，①事件発生前の生活について，②事件発覚時について，③家

宅捜索・事情聴取について，④裁判について，⑤家族の受刑について，⑥事件後における生活

や気もち，関係性の変化についてという 6つの点を大項目とした．質問項目にもとづき，調査

では開始時に「事件前の生活について教えてください」と問い，その後は協力者の語りの内容

やその場の状況に合わせて，6つの大項目から質問を選択し投げかけた． 

なお，インタビュー調査は，筑波大学人文社会系研究倫理審査委員会の承認を受けたうえで

実施した．具体的な手順は，以下の通りである．第 1に，インタビュー調査に「インタビュー

調査についての説明書―ご家族の皆さまへ」をもとに，研究の主旨や個人情報の管理の方法

などを説明した．第 2に，遵守する事項をまとめた「誓約書」を手渡した．第 3に，「調査協力

確認書」を通じて調査協力者から，書類での同意を得た．同時に，「同意撤回書」を手渡し，調

査協力の撤回がいつでもできるようにした． 

 

分析の手順 

これまで論じてきたように，インタビュー調査で得られた経験的データの分析にあたっては，「犯

罪者を家族にもつ人びとは，社会と折り合いをつけながらどのように自己を選択しているのか」を

問いとする． 

 

表 2 インタビュー調査における自己のストーリー 

協力者 事件前 事件発生後 

A 労働者 労働者 

B ― ― 

C 〈いびつ〉を抱えた私 〈家族の再統合〉を目指す私／支援者等 

D 〈普通の家庭〉を生きる私 〈加害者の家族〉としての私 

E 労働者 労働者 

F 〈複雑な家庭〉を生きる私 〈家族の再統合〉を目指す私 

G 〈複雑な家庭〉を生きる私 〈家族の再統合〉を目指す私 

H ― ― 

I 常人 ― 

J 妹 妹 

K 母親 ― 

L 母親 母親 

M ― ― 
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そこで，本研究では犯罪者を家族にもつ人びとの自己に関する語りを，事件前に核となった自己

と事件後において核となる自己のストーリーに分類した（表 2を参照）．そのうえで，インタビュー

調査協力者それぞれの自己のストーリーとその変化の形式を 5つに類型化した．それは，〈他の役割

の維持〉，〈家族役割の維持〉，〈「犯罪者の家族」の引き受け〉，〈「家族の再統合」ストーリーの引き

受け〉である．経験的データは，質的データの分析ソフト・MAXqdaを用いて整理・分類した． 

なお，Iさんおよび Kさんは事件後の核となる自己のストーリーが抽出されなかったこと，Cさ

んはストーリーの多様性があり類型化することが困難であると判断したため，今回の分析からは対

象としなかった．また，Bさん，Hさん，Mさんについては，事件前後の明確な境界線が見受けら

れなかったため，分析の対象外とした．  

 

結果 

 

 以上に論じてきたように，本研究は，犯罪者を家族にもつ人びとのアイデンティティ再構築

過程を捉えることを目的に，彼／彼女らが社会と折り合いをつけながらどのように自己を選択

しているのかを明らかにする．4つに類型化した彼／彼女らの自己のストーリーの形式を，〈他

の役割の維持〉，〈家族役割の維持〉，〈「犯罪者の家族」の引き受け〉，〈「家族の再統合」ストーリー

の引き受け〉という流れで実際の語りを参照しながら述べる．なお，データの引用においては，“イ

ンタビュー調査における語り”および〔補足事項〕として表記する． 

 

他の役割の維持 

〈他の役割の維持〉に該当するのはAさんとKさんである．AさんとKさんの語りの共通

点は，事件前後の自己に関する語りに変容が見られなかったことである．具体的には，労働者

としてのストーリーが維持されていた．Aさんは，“戻りたい職場でなければ，その…うん．た

だ単にお金のためだけに働いてたりとか，そういうことであれば，多分私はここまで元気にな

れなかったと思う”と語っている． 

ここで，重要なのは，Aさんの職場が彼女の置かれている現状を鑑み，労働を維持できるよ

う配慮したことである．事件発生後からインタビュー調査を実施する時点まで，Aさんが働き

続けることができるように，職場からの多くの支えがあった．A さんはそうした配慮を受け，

“心臓に毛が生える”と語っている． 

 

I：やっぱりこう，職場に戻るときってかなりフォローしてくださったんですか？ 

A：もらいましたね．あの，やっぱり，それまでの，理解ある上司が偉いひとになってた

りとかして． 

I：あぁ．なんか前もおっしゃってましたけど，その話についてしないようにしてもらっ

N 〈複雑な家庭〉を生きる私 〈家族の再統合〉を目指す私 
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てるっておっしゃってたじゃないですか？ 

A：あぁ．はい．全然だから，知らない人の方が，今でも多いです． 

I：あっ，そうなんですか． 

A：はい．だから，別に今は聞かれても，話，できるし，全然，大丈夫なんですけど，み

んなやっぱり，ちゃんと守ってくれてる人は守って．もちろん，色眼鏡で見てる人

は今でもいるとは思うんですよ．でももう，そんなことで，あの…，なんかを思う

自分ではなくなっているので（笑） 

I：あぁ…心臓に… 

A：毛が生える（笑）うふふ（笑）もともと生えてたんですけど，より，バリアができま

したよ（笑）．だって，他人の噂話や，そういうことは，勝手にしてることは，私に

はどうすることもできないですから．だったら，私が元気で，その…，なんかこう，

理不尽なことでも怒りながら仕事してる私見て，「あぁ元気になってよかったな」っ

て，支えてくれた人たちが思って下さってたら，それが 1番，恩返しかなぁと，思

いながら，仕事してます． 

 

 このように，Aさんは，仕事ができる労働者として生きる選択の余地を与えてくれた職場に，

“恩返ししたい”と語っていた．また，Kさんも事件が発生してから現在に至るまで，職場か

らの様々な配慮を受けたという．KさんもAさんと同様に自分自身の仕事に対する誇りととも

に，事件が発生しても労働が維持できるよう配慮してくれた“職場へ恩返ししたい”と語って

いた． 

以上のように，AさんとKさんは，事件前における自己の核となっていた労働者という役割

の維持が重要な意味をもっていた．彼女らは，事件以前から仕事に対する誇りをもっており，

労働者としての役割を重要視していた．以上を踏まえると，事件前から自己が依拠していた準

拠集団（＝職場）が事件後においても維持することが可能となったことが，彼女らのアイデン

ティティを支える 1つの要因であるように思われる． 

 

家族役割の維持 

〈家族役割の維持〉に該当するのは，Jさんと Lさんである．Lさんは母親としての役割を

維持できたことについて，子が逮捕されてから 3 年程経過してようやく“腹がくくれたとき”

があったストーリーを語った．彼女には，子を“普通の道をけもの道から戻さないと”という

思いが強くあったが，Lさんの息子が暴行を受けて大怪我をしていた時に“腹がくくれた”と

いう．Lさんは次のように語る． 

 

〔怪我をしている息子と一緒にいた友達に自宅で〕こう，お肉ね，しゃぶしゃぶして，

でなんか，わかめかなんか置いて，ゴマダレね．かけてこう 2 人に出したったんですよ．

で，こういただきますなんて食べてて，そしたらうちの息子が，「だめだこれ，殴られてく
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っちゃくちゃに切れてるから中切れてるから，ゴマダレが染みて食えねえや．お前食えや」

っつって，その子こんな，馬みたいなしゃぶしゃぶ 2つ食べて，「あぁ，うまかったな，じ

ゃあいこっか！」，「えっ！？」，「母さん俺ね，骨折れってから，自分でバイクは運転でき

ないんだよ．バイクのケツなら片手で乗れるんだよ～」，あぁ…「よっしゃ，ヘルメットか

ぶってと」，頭腫れてるんです．顔も腫れてるからヘルメットは入れへんのです．「お前押

してくれ～」って言って．こんなんところに，ぼん！って押して，「イタイイタイイタイイ

タイイタイイタイイタイイタイ」．はははははっ（笑）．いや，友だちが．杉ちゃんって流

行ってたんですよ．そのともだちが，私の顔見て，「ワイルドだろ～？」言うて，こんな顔

見て，ヘルメットかぶってバイクのケツのっていってもうたんですね．で，その時に，わ

たしね．あの，あの，裁判官が「息子の非行を止められなかったあなた方両親に」って言

ったけれども，いや，止められなかったよ，いや，止められへんでこの子．いや，ムリム

リムリムリ！と，おもたんですね．で，それと同時に，あのこんなにエネルギーがある子

を，①私のちっちゃいものさしで図って，あの問題児とか，あの困った子とか，そんなレ

ッテル貼るのは失礼じゃないかなぁ？って思ったんですよね．あの…（涙を流す）．それと，

私生まれ，この子が生れてから，1回もなんかあの，2番目に良いと思ったこと選んだこと

ないよな．いっつも私，②この子にとって 1番いいと思う事，あの，ほんっとうに手抜か

ずに一生懸命やってきたもんな，と思ったら，③その時に私これ以上自分のこと責めなく

てもいっかなぁって．思ったんですよ．あの，それだけではないけれども，あの事件はあ

の，こう，そう吹っ切れる，大きなきっかけではあったかなとは思います（涙を拭く）． 

 

 このように，Lさんは大きなトラブルがありながらも自由に生きる息子を見て，“私の小さい

ものさしで図って，問題児や困った子とか，そんなレッテル貼るのは失礼”（下線部①）だ，と

語っている．その気づきによって，“この子にとって 1 番いいと思う事を本当に一生懸命やっ

てきた”（下線部②）というように，母親としての役割の正当性を確認することができるように

なっていった．そして，“その時に私これ以上自分のこと責めなくてもいい”（下線部③）とい

うことを実感していったという． 

ここで重要なのは，Lさんが“腹がくくれたとき”に，非行をした者に対するある種の偏見

である“私のものさしがなくなった”と語った点である．すなわち，Lさんは，一般的な「犯

罪者」あるいは「非行少年」として息子を理解することが望ましくないと気づいたのである．

また，〈家族役割の維持〉に該当した Jさんも，犯罪経験者本人を，「犯罪者」あるいは「非行

少年」として理解していなかった．彼女は次のように語る． 

 

捕まったけど，「いや，そんな人じゃないねん」みたいな．ま，悪いことは確かにしてる

けど，そんないい，いい人じゃないっていう人はいい人じゃないって言うやん．もうなん

か捕まるくらいなんやったら，そんなん，ありえへんわ．みたいな．は，思われたく…な

いし，うん．多分お兄ちゃんのこと好きやから，うん．その，うーん…それが 1番でかい
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かな，なんか．守りたい，家族やし，みたいな． 

   

 “お兄ちゃんのことが好きだから，捕まったからありえないと思われたくない”と語ってい

るように，J さん自身が犯罪経験者本人を「犯罪者」あるいは「非行少年」として理解してい

なかったと捉えることが可能である．そのため，インタビュー調査において Jさんは，兄を信

頼する妹という役割を強く引き受けていた． 

したがって，ここでは，犯罪・非行をする人それ自体に対する“ものさし”をもたないこと

が重要な意味を持っていた．さらに，Lさんが“私のものさしがなくなった”と語った背景に

は，自助グループを通じて子に対する多様な見方を学ぶことができる環境に出会ったことが大

きな要因であった．Lさんは，そこで非行に関する新たな知識を得るだけでなく，非行に対す

る新たな見方も得ていた．このような知識の活用が，社会との折り合いをつける方法の 1つで

あると考えることができる． 

 

「家族の再統合」ストーリーの引き受け 

〈「家族の再統合」ストーリーの引き受け〉に該当するのがFさん，Gさん，Nさんである．

ここではNさんの語りを確認したい．Nさんの父親は，彼女が中学生の時に逮捕された．彼女

は高校生の時に，父親が刑務所で服役していることを知った．父親が刑務所にいることを知っ

たNさんは，当時を振り返り次のように語る． 

 

   びっくりしたし，まさか自分のお父さんが，そんな風になってるとも思わなかったし．

なんやろ…ショック…うん．なんか．でも，いとこのお母さんとかお父さんに言われたん

は，なんか，やっぱり，なんやろ．「人間やから，弱い部分もあるし，きっと離婚して，さ

みしかったっていうのはすごいおっきかったと思うよ」っていうのは言われて，だからな

んかすごい，「そうやな」ってそん時には思ったし． 

 

その後，Nさんは，父親と面会をするため弟と共に父親が服役している刑務所へ行った．し

かし，その面会では，父親とうまく話すことができなかった．久しぶりに見る父親の姿は，“め

っちゃ老けたなっていう印象”が強く，“お父さんやねんけど，お父さんじゃない”感覚を抱い

たという．面会では，父親と“違和感のある”やり取りを行った．面会は弟が同行したが，刑

務所からの帰り道に“めっちゃ泣いて，弟もめっちゃ泣いて，〔父親を支えるために〕「頑張ろ

う」みたいな感じで 2人で話した”という． 

 この面会をきっかけに，Nさんは父親が刑務所を出所した後，共に生活することを決意する．

Nさんは，父親との生活を“いい時間”と語った．なぜなら，彼女は，幼少期に父親と時間を共

有することが出来なかったからである．そのため，彼女はインタビューの冒頭で“〔父親が受刑

したことを〕経験しないよりもした方がよかったと思っている”と語った． 

以上のように，〈「家族再統合」ストーリーの引き受け〉においては，犯罪行為者本人を含め
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た家族が再統合されるプロセスが明瞭に示されたことが特徴であった．また，事件を契機に，

事件前における家族関係の調整を行うことによって家族としての集団性を維持し，場合によっ

ては強化していたことが特徴的である．実際，FさんとGさんは，事件を契機に“家族を大事

にしたいと思うようになった”と語っていた． 

 

「犯罪者の家族」の引き受け 

 〈「犯罪者の家族」の引き受け〉に該当するのは，Dさんである．Dさんは，日常的に「犯罪

者の家族」という役割を引き受けている．Dさんの身体の一部には“確固不動”という意味を

もつ韓国語の刺青がある．それについてEさんは次のように語る． 

 

D：確固不動． 

I：確固不動． 

D：っていう意味はそういうところでも，考えて入れてるけど．まあでも，刺青がなか 

ったら，じゃあなにか違ったのかっていったらそういうわけではないですけどね．た

だ，まあ刺青も好きだし，まあ，別にこういうとこに入っとったら，一般職ももうで

きんし……（中略）……うん，だからもう一般職はやるつもりはないもんで．（タバコ

を吸う）．うん．だから結構ね，僕，意外とこう，考えて，すごい緻密な計算のうえで

今に至っている部分があるんです． 

Ｉ：ああ． 

D：あの 18の時から． 

Ｉ：18の時からですね． 

D：うん．その家族作らんって決意をした時． 

 

以上の語りは，Dさんにとってこの刺青は家族に犯罪者をもつ私としての揺るがない決意を

意味するものである．この決意は，“確固不動”という言葉に現れており，それは“緻密な計算”

にもとづいている．また，緻密な計算は“家族を作らない”ためのものであるという．Dさん

は，刺青に一般の職に就くことができないようにするという思いを込めていた． 

実際に，インタビュー調査を実施した時点でDさんは一般職についておらず，“一般的でな

い”仕事をしていた．このことは，Dさんの彼の父親が起こした事件が，ニュースで報道され

るなどして世に知られてしまい，彼自身が日常的に「犯罪者の家族」であるということを実感

する空間で生活しなければならなかったことが背景にある． 

他方，彼の刺青は，「犯罪者の家族」という自己を積極的に引き受け，スティグマを可視化し

ていると解釈することができる．D さんは，“家族を作らない”という決意を次のように語っ

ている． 

 

   こう刺青をいれることでやっぱりこう，今後将来，その家族をもつ家庭を築くっていう
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ことを，に，心にブレーキ，その欲，欲にブレーキをかけれるもの，ものにもなるんじゃ

ないかなって思って．変な話刺青入っとると，子ども，海にもプールにもつれていけれん

し．家族で生活するにあたって絶対的にフリな条件にしかならないので，まぁ結果的にも

結婚してないし． 

 

このように刺青は，Dさんにとって“普通の家族”へのあこがれを抑制する機能をもってい

たのである．また， Dさんの刺青は単に「犯罪者の家族」というラベルを積極的に引き受ける

ことを意味するのではなく，その裏には “一般的な”仕事に就けないようにすることで，家族

に対しての“普通”に関する定義づけをすることから距離をとるという意味でも，重要なもの

であることがわかる． 

ただし，こうした自己呈示の背景には，Dさんに「犯罪者の家族」としての私以外の役割を

生きる選択の余地が残されていなかったことが存在する．そのため，彼の語りからは，「犯罪者

の家族」を引き受けざるを得ないという自己の選択幅の狭さの問題を含んでいたことに留意せ

ねばならない． 

 

 分析の小括 

 以上のように，本研究では自己のストーリーの変化を4つの類型にわけてその特徴を捉えた．

第 1 に，〈他の役割の維持〉に該当する調査協力者は事件前から自己が依拠していた準拠集団

が，事件後においても維持していたことによって当該役割を選択することを可能にしていた．

第 2に，〈家族役割の維持〉では，犯罪経験者本人を「犯罪者」あるいは「非行少年」としての

理解しないことがその背景にあった．また，その際「犯罪者」あるいは「非行少年」に対する

偏見を捉え返すために，知識の活用が有効な手段となっていたことは注目に値する．第 3 に，

〈「家族再統合」ストーリーの引き受け〉では，事件前における家族関係の調整を行うことによ

って，家族としての集団性を維持・強化していたことが特徴であった．最後に，〈「犯罪者の家

族」の引き受け〉では，彼／彼女らにとって，家族に対しての“普通”に関する定義づけにと

らわれることが自己の選択の幅を狭める可能性が認識された． 

 以上の 4つの類型の共通することは，〈他の役割の維持〉については準拠集団，〈家族役割の

維持〉，〈「家族再統合」ストーリーの引き受け〉，〈「犯罪者の家族」の引き受け〉の共通点は，

家族という共同体に依拠してアイデンティファイを行っていた点である．以上のようにしてみ

れば，犯罪者を家族にもつ人びとは，特定の共同体との関係を維持し，その共同体に依拠して

自己を生きているということがわかる．以下から，この点に注目しつつ，上述したような共通

点だけでなく，差異にも注目しながら考察を試みる． 

 

考察 

 

以上の分析の結果から，アイデンティティの再構築において共同体，特に家族が 1つの資源
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になる可能性を見出すことができる．したがって，Goffmanが縁者のスティグマの特徴につい

て，それが付与されている者が「スティグマの防衛機制ともなる自己昴場感を享受することも

できない」（Goffman 1962＝2003: 60）と指摘した点については議論の余地がある．本研究では，

アイデンティティの再構築において家族が重要な役割を果たす可能性を見て取ることができ

た．実際に，Sandra Enos（2001）は，母親である女性受刑者 25人に対してインタビューを行な

い，どのように母親としての役割を維持しているのかを明らかにした．母親たちは，他者との

会話のなかで彼らの過去や現在の母性のコンピテンスを守るものであるアイデンティティ・ト

ーク（identity talk）を用いることで母親としての役割を維持していたことを明らかにした．こ

のことを踏まえれば，家族役割はスティグマを負わされたアイデンティティの何らかの防波堤

になる可能性があることがわかる．従来，アイデンティティが家族の資源とみなされてきたが

（Arditti 2012; 生島 2016； Wallman=1996），ここではむしろ家族がアイデンティティの資源と

なりうる可能性を見出だすことができる． 

ただし，〈常人〉としての私を生きているがゆえに，共同体は家族に限定されやすい危険性も

もつ．実際，〈「犯罪者の家族」の引き受け〉にみられるように，〈常人〉としての視点を有して

いることがアイデンティティティの選択の余地のなさを生じさせていた．Amartya Sen（＝2011）

は，社会的アイデンティティを，ある特定の集団への帰属意識，すなわちある社会的共同体（学

校，地域，会社組織，民族，国家など）の一員であることから生まれる共同性の意識として捉

えた．そしてSenは，共同体主義を批判しながら「人は別のアイデンティティを優先させるた

めに，1 つのアイデンティティを否定しなければならないのではなく，むしろ複数のアイデン

ティティをもつ人は，葛藤が置いた場合に，問題となる特定の決断を下すために，異なったア

イデンティティ間で相対的な重要性を決めなければならない」（Sen＝2011: 52）とアイデンテ

ィフィケーションの重要性を説いている． 

この時には，アイデンティティの複数性が重要な意味をもつ．だが，共同体主義下での社会

的アイデンティティは共同体に一員であることが求められる．日本は，国家を維持するために

近代家族を核となる共同体として位置づけ，社会政策を設計し，それを長らく維持してきた（原 

2012; 辻 2012; 渋谷 2003）．そのため，Sen が指摘するようなアイデンティティのあり方を実

現するには，共同体としての家族のあり方を問い直すことが求められる．実際，〈「犯罪者の家

族」の引き受け〉で確認したように，Dさんが家族に対しての“普通”に関する定義づけにと

らわれることが自己の選択の幅を狭めることをもたらしていた． 

したがって，現代の日本において犯罪者を家族にもつ人びとのアイデンティティ再構築を可

能とさせる方法として，家族が多様な共同体としての意味をもつということを制度的に実現し

ていくことが有効である． 

以上のように本研究では，犯罪者を家族にもつ人びとが，特定の共同体との関係を維持し，

その共同体に依拠して自己を生きているということを明らかにした．今後においては，犯罪者

を家族にもつ人びとがアイデンティティの複数性を生きる可能性を探ることが研究上の課題

である．特に，社会的アイデンティティの共同体主義から脱却するための理論設計，およびオ
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ルタナティヴな語りの発見が求められよう． 
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